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令和5年度税制改正でこう変わる

特
集
２

平
素
よ
り
税
制
・
税
務
行
政
へ
の
深

い
ご
理
解
と
多
大
な
ご
協
力
を
い
た
だ

き
ま
し
て
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

さ
て
、電
子
帳
簿
等
保
存
制
度
に
つ
い

て
は
、令
和
３
年
度
改
正
で
、
経
済
社
会

の
デ
ジ
タ
ル
化
を
踏
ま
え
、経
理
の
電
子

化
に
よ
る
生
産
性
の
向
上
、
テ
レ
ワ
ー

ク
の
推
進
、ク
ラ
ウ
ド
会
計
ソ
フ
ト
な
ど

の
活
用
に
よ
る
記
帳
水
準
の
向
上
に
資

す
る
観
点
か
ら
、国
税
関
係
帳
簿
書
類

を
電
子
的
に
保
存
す
る
際
の
手
続
き
を

抜
本
的
に
見
直
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

令
和
５
年
度
改
正
に
お
い
て
は
、
さ

ら
に
、
税
務
情
報
の
デ
ジ
タ
ル
化
、
優

良
な
電
子
帳
簿
の
普
及
・
一
般
化
な
ど

に
資
す
る
観
点
か
ら
、
必
要
な
見
直
し

を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
、

令
和
５
年
度
改
正
で
措
置
さ
れ
た
事
項

を
中
心
に
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。

文
中
、
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
、
筆

者
個
人
の
見
解
と
な
り
ま
す
。

１　

電
子
取
引
の
取
引
情
報
に
係
る
電

磁
的
記
録
（
電
子
取
引
デ
ー
タ
）
の
保

存
制
度

ま
ず
、
電
子
取
引
デ
ー
タ
の
保
存

制
度
に
つ
い
て
で
す
。
令
和
３
年
度
改

正
に
お
い
て
、
電
子
取
引
に
つ
い
て
は
、

全
て
の
保
存
義
務
者
に
お
い
て
、
保
存

要
件
（
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
な
ど
の
改
ざ

ん
防
止
の
要
件
や
検
索
機
能
の
確
保
の

要
件
な
ど
）
に
従
っ
て
電
子
取
引
デ
ー

タ
（
原
本
）
の
ま
ま
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
点
、
令
和
４
年
度
改
正
に
お

い
て
、
2
0
2
2
年
１
月
１
日
か
ら

2
0
2
3
年
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
行

わ
れ
た
電
子
取
引
に
つ
い
て
は
、
保
存

要
件
に
従
っ
て
保
存
で
き
な
か
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ

る
場
合
に
は
、
電
子
取
引
デ
ー
タ
を
出

力
す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
し
た
出
力
書

面
の
提
示
・
提
出
の
求
め
に
応
じ
る
こ

と
を
も
っ
て
、
そ
の
電
子
取
引
デ
ー
タ

の
保
存
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

令
和
５
年
度
改
正
に
お
い
て
は
、
シ

ス
テ
ム
対
応
が
間
に
合
わ
な
か
っ
た
事

業
者
な
ど
へ
の
対
応
と
し
て
、
現
行
の

経
過
措
置
は
、適
用
期
限
の
到
来
を
も
っ

て
廃
止
す
る
こ
と
と
し
つ
つ
、
保
存
要

件
に
従
っ
て
電
子
取
引
デ
ー
タ
の
保
存

が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の

理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
（
事
前
手

続
き
不
要
）
に
は
、
出
力
書
面
の
提
示・

提
出
の
求
め
に
応
じ
る
こ
と
に
加
え
、

そ
の
電
子
取
引
デ
ー
タ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
の
求
め
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
し
て
お
け
ば
、
保
存
要
件
を
不
要

と
し
て
、
そ
の
電
子
取
引
デ
ー
タ
の
保

存
を
可
能
と
す
る
猶
予
措
置
を
整
備
す

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
「
相
当
の
理
由
」
に
つ
い
て
は
、

従
前
の
経
過
措
置
の
よ
う
に
必
ず
し
も

「
や
む
を
得
な
い
事
情
」
が
な
か
っ
た
と

し
て
も
、事
業
者
の
実
情
に
応
じ
て
柔
軟

に
猶
予
措
置
を
適
用
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
こ
と
を
明
確
化
し
た
も
の
で
す
。

さ
ら
に
、
猶
予
措
置
の
適
用
ま
で
は

必
要
な
く
、
保
存
要
件
に
従
っ
て
保
存

す
る
場
合
に
つ
い
て
、
保
存
要
件
の
一

つ
で
あ
る
「
検
索
機
能
の
確
保
の
要
件
」

に
つ
い
て
も
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
電
子
取
引

デ
ー
タ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
の
求
め
に
応

じ
る
こ
と
を
前
提
に
、
全
て
の
検
索
機

能
の
確
保
の
要
件
が
不
要
と
な
る
売
上

高
基
準
を
、
現
行
の
「
１
千
万
円
以
下
」

か
ら
「
５
千
万
円
以
下
」
に
引
き
上
げ

る
と
と
も
に
、
電
子
取
引
デ
ー
タ
を
出

力
す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
し
た
書
面（
整

然
と
し
た
形
式
お
よ
び
明
瞭
な
状
態
で

出
力
さ
れ
、
取
引
年
月
日
や
取
引
先
ご

と
に
整
理
さ
れ
た
も
の
に
限
る
）
の
提

示
・
提
出
の
求
め
お
よ
び
そ
の
電
子
取

引
デ
ー
タ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
の
求
め
に

応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い

国
税
関
係
書
類
を
ス
キ
ャ
ナ
で
読
み

取
っ
た
際
の
情
報
（
解
像
度
・
階
調
・

大
き
さ
）
の
保
存
を
不
要
と
す
る
、
③

帳
簿
の
記
録
事
項
と
の
間
に
、
相
互
に

そ
の
関
連
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
求
め
る
書
類
を
、「
重
要
書
類
」

に
限
定
す
る
と
い
っ
た
内
容
で
す
。

３　

電
子
帳
簿
等
保
存
制
度

最
後
に
、
電
子
帳
簿
等
保
存
制
度

に
つ
い
て
で
す
。
図
表
２
に
あ
る
通
り
、

令
和
３
年
度
改
正
に
お
い
て
、
事
後
検

証
可
能
性
の
高
い
電
子
帳
簿
に
つ
い
て

は
、
優
良
な
電
子
帳
簿
と
し
て
過
少
申

告
加
算
税
の
軽
減
措
置
を
設
け
る
こ
と

に
よ
り
普
及
を
促
進
す
る
こ
と
と
し
つ

つ
、
そ
の
他
の
電
子
帳
簿
に
つ
い
て
も
、

正
規
の
簿
記
の
原
則
に
従
う
な
ど
一
定

の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
電
子
帳
簿

と
し
て
電
子
デ
ー
タ
の
ま
ま
保
存
す
る

こ
と
を
可
能
と
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

令
和
５
年
度
改
正
に
お
い
て
は
、
信

頼
性
の
高
い
電
子
帳
簿
へ
の
さ
ら
な
る

移
行
を
目
指
す
観
点
か
ら
、
過
少
申
告

加
算
税
の
軽
減
措
置
の
対
象
と
な
る
優

良
な
電
子
帳
簿
に
つ
い
て
、
そ
の
範
囲

を
合
理
化
・
明
確
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、

一
層
の
普
及
・
一
般
化
を
図
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

以
上
、
令
和
５
年
度
改
正
に
お
い
て

は
電
子
帳
簿
等
保
存
制
度
全
般
を
見
直

し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
今
後
と
も
、
税

務
関
係
手
続
き
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
通

じ
、適
正・公
平
な
課
税
の
実
現
に
加
え
、

事
業
者
な
ど
に
お
け
る
経
営
状
態
の
可

視
化
に
よ
る
経
営
力
の
強
化
、
バ
ッ
ク

オ
フ
ィ
ス
の
生
産
性
の
向
上
に
つ
な
げ

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
稿
が
皆

さ
ま
の
制
度
へ
の
理
解
や
準
備
の
一
助

と
な
り
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。

２　

ス
キ
ャ
ナ
保
存
制
度

次
に
、
ス
キ
ャ
ナ
保
存
制
度
に
つ
い

て
は
、
要
件
の
緩
和
を
行
い
ま
す
。
具

体
的
に
は
、
①
国
税
関
係
書
類
に
係
る

記
録
事
項
の
入
力
（
読
み
取
り
）
を
行

う
者
な
ど
の
情
報
を
確
認
で
き
る
よ
う

に
し
て
お
く
こ
と
を
不
要
と
す
る
、
②

る
と
き
は
、
全
て
の
検
索
機
能
の
確
保

の
要
件
を
不
要
と
す
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

見
直
し
後
の
電
子
取
引
デ
ー
タ
の
保

存
方
法
は
、
図
表
１
の
い
ず
れ
か
の
方

法
で
対
応
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

電子帳簿等保存制度の
見直しについて

2005年に国税庁に入庁。国税庁、国税局、税
務署、財務省主計局、内閣官房（マイナンバー
制度担当）、在上海日本国総領事館（日系企業
支援担当）での勤務を通じ、22年７月から現
職。税務調査や確定申告などに関する施策の
企画・立案、税務署での現場運営といった執
行当局での実務経験を生かし、現職では、電
子帳簿等保存制度をはじめ、納税環境整備に
関する税制改正を担当

田代 浩（たしろ・ひろし）

財務省主税局税制第一課　課長補佐

図表１：見直し後の電子取引の取引情報に係る電磁的記録（電子取引データ）の保存方法のイメージ

図表２：電子帳簿等保存制度改正の考え方（令和３年度改正）

帳簿の作成方法 令和３年度改正前 令和３年度改正後

電子帳簿等保存制度の改正の考え方（令和３年度改正）

訂正・削除・追
加の履歴（トレー

サビリティ）の確保
などを備えた帳
簿データ

訂正・削
除・追加の
履歴の確保
などを備え
ていない帳
簿データ

会計
ソフト
有

会計
ソフト
無

手書きの
紙帳簿

電子帳簿
・事前承認が必要
・青色申告特別控除

の上乗せ(５５万円⇒６５万円)

複 式
簿 記

単 式
簿 記

電子データ自体は
税法上の「帳簿の
保存」には非該当

⇒電子データを印刷
し、「紙帳簿」と
して保存する必要

優良な電子帳簿
・事前承認が不要
・青色申告特別控除の上乗せ

(５５万円⇒６５万円) 

・過少申告加算税５％軽減

その他の電子帳簿
税法上の「帳簿の保存」に該当
⇒「紙帳簿」としての保存が不要

複 式
簿 記 複 式

簿 記

複 式
簿 記

《優良な電子帳簿の意義》

・経営状態の可視化による経営力強化

・金融機関などの取引先に対する信頼
　度の向上
・税務調査などへの対応に係る事務負
　担などの軽減

手書きの紙帳簿

○事前承認が不要
○要件の大幅緩和
○電子帳簿保存の裾野拡大
○経理・記帳コストの削減
⇒ 複式簿記の普及促進

手書きの
紙帳簿

電子的に作成された帳簿（紙帳簿扱い） 単式簿記

保存方法 対　象 検索機能の
確保の要件 その他の要件

①
（原則）

制限なし 必　要
・改ざん防止の要件（タイムスタンプなど）
・見読可能装置の備付けなどの要件

② 新たな猶予措置適用者 不　要
・出力書面の提示・提出の求めに応じる
・ダウンロードの求めに応じる

③
売上高が「５千万円以下」
の事業者

不　要
・改ざん防止の要件（タイムスタンプなど）
・見読可能装置の備付けなどの要件
・ダウンロードの求めに応じる

④ 制限なし 不　要

・改ざん防止の要件（タイムスタンプなど）
・見読可能装置の備付けなどの要件
・�出力書面（日付などごとに整理必要）の提示・�
提出の求めに応じる
・ダウンロードの求めに応じる

令和５年度税制改正でこう変わる


